
   さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、ＳＤＧｓの推進に賛同する企業、団体、個人等をさんむＳＤＧｓパー

トナー（以下「パートナー」という。）として認定し、山武市（以下「市」という。）とパ

ートナーが連携して、ＳＤＧｓの普及啓発及びＳＤＧｓの達成に向けた取組の一層の推進

を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 申込者 パートナー制度に参画しようとする法人等又は個人をいう。 

⑵ 法人等 市内において事業活動を行う企業、ＮＰＯ団体、市民団体、教育・研究機関

等をいう。 

⑶ ＳＤＧｓ 国際連合で採択された、国際社会が 2030年までに持続可能な社会を実現す

るための 17の開発目標（Sustainable Development Goals）をいう。 

（応募要件） 

第３条 パートナーの対象となる申込者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市内において活動を行う法人等、又は個人であること。 

⑵ パートナーとして、市とともにＳＤＧｓの普及啓発活動及びＳＤＧｓの達成に向けて

取り組む意欲があること。 

⑶ 法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

⑷ 山武市暴力団排除条例（平成 24年山武市条例第１号）に規定する暴力団又は暴力団員

と密接な関係を有していないこと。 

（申請） 

第４条 申込者は、「さんむＳＤＧｓパートナー宣言申請書」（別記第１号様式）を市長に提

出するものとする。 

 （認定） 

第５条 市長は、前条の申請が第３条の応募要件を満たすものと認めるときは、当該申請を

した申込者をパートナーとして認定するとともに、さんむＳＤＧｓパートナー宣言証を交

付する。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、当該パートナーに対して、自らのＳＤＧｓ推進状況

を積極的に情報発信するよう促すとともに、活動内容を市ホームページ等において公表す

るものとする。 

３ 市長は、パートナーに対し、さんむＳＤＧｓパートナーの呼称及び市が定めるロゴマー

ク、ステッカー等の使用を認めるものとする。 

４ 前項に規定するロゴマークを使用する場合は、市が別に定める「さんむＳＤＧｓロゴマ

ーク」使用取扱要綱（令和４年山武市告示第 37 号）を遵守するものとする。 

（取組内容の見直し） 

第６条 パートナーは、少なくとも宣言の日から１年が経過するごとに、その内容や取組状



況を確認するものとし、必要に応じて内容を見直すよう努めるものとする。 

（宣言内容の変更） 

第７条 パートナーは、宣言内容等に変更が生じたときは、「さんむＳＤＧｓパートナー宣言

内容変更届出書」（別記第２号様式）を速やかに市長へ提出するものとする。 

（宣言の取下げ） 

第８条 パートナーは、宣言の取下げをしようとするときは、「さんむＳＤＧｓパートナー宣

言辞退届」（別記第３号様式）を市長に提出するものとする。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すこと

ができる。 

⑴ 提出書類に虚偽の記載その他不正の行為があったとき。 

⑵ 第３条各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

⑶ 法人等が解散等により連絡がとれないとき。 

⑷ その他市長がパートナーとして適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該パートナーに対しその旨を通

知するものとする。この場合において、認定を取り消されたパートナーは、第５条第１項

の宣言証を市へ返還しなければならない。 

３ 第１項の規定により認定を取り消されたパートナーは、第５条第３項のロゴマーク、ス

テッカー等を使用してはならない。 

４ 市長は、第１項の規定により認定を取り消されたパートナーに損害が生じても、その責

めを負わない。 

５ 第１項の規定により認定を取り消されたパートナーは、第１項各号に該当しないことと

なったときは、第４条の規定による認定の申請を行うことができるものとする。 

（補足） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 
第１号様式（その１）（第４条関係） 

年  月  日 
 

 山武市長 様 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言申請書 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第４条の規定により、さんむＳＤＧｓパート

ナーとして申請します。 

 

氏名 

 

※市ホームページ掲載時の名前（希望するほうに☑をつけてください） 

 □本名 □ニックネーム（                 ） 

住所 

※市ホームページ上には掲載されません。 

〒 

 

 

電話番号 

※市ホームページ上には掲載されません。 

（        ） 

メール 

アドレス 

※市ホームページ上には掲載されません。 

※市からの連絡は原則として E メールで行いますので、メールアドレスをお持ちの方は必ず

ご記入ください。            

＠ 

 

【同意欄（☑をつけてください）】  

□ＳＤＧｓの普及啓発や理解促進に取り組みます。 

□ＳＤＧｓの理念に沿った活動を実践することで、持続可能な地域づくりに貢献します。 

□パートナー間での交流と連携を図ります。 

□申請書および宣言書の記載内容に相違がありません。 

  

【市ホームページへの掲載について（どちらかに☑をつけてください）】 

市ホームページへの宣言内容の掲載を 

□希望します  □希望しません 

 

 

 

 

 

個人用 



宣言書 

 

 

私は、ＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を下記のとおり宣言します。 

 

１．ＳＤＧｓ達成に貢献する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．関係するＳＤＧｓの目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可 

(①貧困） 

 

(②飢餓） 

 

(③保健) 

 

(④教育) 

 

(⑤ジェンダー) 

 

（⑥水･衛生） 

 

      

(⑦エネルギー) 

 

(⑧成長･雇用) 

 

(⑨イノベーション) 

 

(⑩不平等) 

 

(⑪都市) 

 

(⑫生産･消費) 

 

      

(⑬気候変動) 

 

(⑭海洋資源) 

 

(⑮陸上資源) 

 

(⑯平和) 

 

(⑰実施手段) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 



第１号様式（その２）（第４条関係） 
年  月  日 

 
 山武市長 様 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言申請書 

申請者 所在地 

名称 

代表者 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第４条の規定により、さんむＳＤＧｓパート

ナーとして申請します。 

 

【申請者の概要】 

企業・団体名 
 

所在地 
〒 

代表者役職 
 

代表者氏名 
 

業種 
 

設立年月 
年   月 

資本金 
百万円 

従業員数 
人 

担当者名 
 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

 

【同意欄（☑をつけてください）】  

□ＳＤＧｓの普及啓発や理解促進に取り組みます。 

□ＳＤＧｓの理念に沿った活動を実践することで、持続可能な地域づくりに貢献します。 

□パートナー間での交流と連携を図ります。 

□申請書・宣言書の記載内容に相違がなく、市ホームページ上で、企業・団体等の名称等が

公開されることに同意します。 

 

 

法人等用 



宣言書 

 

   

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた目標及び取組を下記のとおり

宣言します。 

 

１. ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

２．関係するＳＤＧｓの目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可 

(①貧困） 

 

(②飢餓） 

 

(③保健) 

 

(④教育) 

 

(⑤ジェンダー) 

 

（⑥水･衛生） 

 

      

(⑦エネルギー) 

 

(⑧成長･雇用) 

 

(⑨イノベーション) 

 

(⑩不平等) 

 

(⑪都市) 

 

(⑫生産･消費) 

 

      

(⑬気候変動) 

 

(⑭海洋資源) 

 

(⑮陸上資源) 

 

(⑯平和) 

 

(⑰実施手段) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 



第２号様式（その１）（第７条関係） 
  年  月  日 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言内容変更届出書 

山武市長 様 
 

申請者 住所 

氏名 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ま
す。 

 

※ 変更する項目に☑をつけてください。 

項 目 変 更 前 変 更  

□ 氏 名 

  

※市ホームページ掲載時の名前（希望するほうに☑をつけてください） 

 □本名 □ニックネーム（               ） 

□ 住 所 

※市ホームページ上には掲載されません。 

〒 

 

 

〒 

 

 

□ 電話番号 

※市ホームページ上には掲載されません。 

      （      ）       （      ） 

□ メール 

アドレス 

※市ホームページ上には掲載されません。 

※市からの連絡は原則として E メールで行いますので、メールアドレスをお持ちの方

は必ずご記入ください。 

  

□ 市ホーム 

ページへの

掲載希望 

※どちらかに☑をつけてください。 

市ホームページへの宣言内容の掲載を （□希望します □希望しません） 

□ 宣言書 ※変更後の宣言書を添付してください。 

 

 

 

 

個人用 



宣言書 

 

   

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた目標及び取組を下記のとおり

宣言します。 

 

１. ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

２．関係するＳＤＧｓの目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可 

(①貧困） 

 

(②飢餓） 

 

(③保健) 

 

(④教育) 

 

(⑤ジェンダー) 

 

（⑥水･衛生） 

 

      

(⑦エネルギー) 

 

(⑧成長･雇用) 

 

(⑨イノベーション) 

 

(⑩不平等) 

 

(⑪都市) 

 

(⑫生産･消費) 

 

      

(⑬気候変動) 

 

(⑭海洋資源) 

 

(⑮陸上資源) 

 

(⑯平和) 

 

(⑰実施手段) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（その２）（第７条関係） 
  年  月  日 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言内容変更届出書 

山武市長 様 
 

申請者 所在地 

名称 

代表者 

 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ま
す。 

 

※ 変更する項目に☑をつけてください。 

項 目 変 更 前 変 更 後 

□ 企業・団体名 

 

 

 

 

 

 

□ 所在地 

〒 

 

 

 

〒 

 

 

 

□ 電話番号 (          ) (          ) 

□ メール 

アドレス 

  

□ 宣言書 ※変更後の宣言書を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人等用 



宣言書 

 

   

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた目標及び取組を下記のとおり

宣言します。 

 

１. ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

２．関係するＳＤＧｓの目標（ゴール） （○を入れてください。）複数選択可 

(①貧困） 

 

(②飢餓） 

 

(③保健) 

 

(④教育) 

 

(⑤ジェンダー) 

 

（⑥水･衛生） 

 

      

(⑦エネルギー) 

 

(⑧成長･雇用) 

 

(⑨イノベーション) 

 

(⑩不平等) 

 

(⑪都市) 

 

(⑫生産･消費) 

 

      

(⑬気候変動) 

 

(⑭海洋資源) 

 

(⑮陸上資源) 

 

(⑯平和) 

 

(⑰実施手段) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（その１）（第８条関係） 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言辞退届 

 

年  月  日 

 

山武市長 様 

 

申請者 住所 

氏名 

 

 

 さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第８条の規定により、さんむＳＤＧｓパート

ナー宣言の取下げについて届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人用 



第３号様式（その２）（第８条関係） 

さんむＳＤＧｓパートナー宣言辞退届 

 

年  月  日 

 

山武市長 様 

 

申請者 所在地 

名称 

代表者 

 

 

 さんむＳＤＧｓパートナー宣言制度実施要綱第８条の規定により、さんむＳＤＧｓパート

ナー宣言の取下げについて届け出ます。 

法人等用 


